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【
口
座
引
落
】

・�

毎
月
25
日
（
25
日
が
休
日
の
場

合
は
翌
営
業
日
）
に
前
月
分
の

料
金
を
口
座
か
ら
引
き
落
と
し

ま
す
。
引
落
予
定
額
が
記
載
さ

れ
て
い
る
検
針
票
を
転
居
先
の

住
所
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※�

口
座
解
約
等
の
理
由
に
よ
り
引

落
不
能
に
な
っ
た
場
合
、
後
日

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

水
道
の
使
用
者
、
支
払
方
法
な

ど
を
変
更
す
る
場
合
は
、
問
い
合

わ
せ
先
ま
で
届
け
出
ま
た
は
連
絡

を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
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石
総
合
支
所
地
域
振
興
課
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八
雲
町
で
活
躍
す
る
地
域
お
こ

し
協
力
隊
の
日
々
の
活
動
内
容
に

つ
い
て
、
報
告
会
を
開
催
し
ま
す
。

申
込
不
要
で
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
協
力
隊
の
活
動
情
報
に

つ
い
て
は
、
町
Ｈ
Ｐ
で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

【
日
時
】
３
月
16
日
㈰

午
後
２
時
～
４
時

※
開
場
：
午
後
１
時
50
分

【
場
所
】

　

は
ぴ
あ
八
雲　
コ
ミ
セ
ン
ホ
ー
ル

【
参
加
費
】
無
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

政
策
推
進
課
企
画
係
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水
道
等
の
使
用
を
中
止
す
る
場

合
は
、
検
針
票
等
に
記
載
さ
れ

て
い
る
お
客
様
番
号
（
も
し
く

は
、
契
約
住
所
・
氏
名
）、
転
居

日
、
精
算
方
法
、
転
居
先
の
住
所

を
問
い
合
わ
せ
先
に
届
け
出
ま
た

は
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
ま
た
は
連
絡
が
な
い
場

合
は
、
基
本
料
金
が
か
か
り
続
け

ま
す
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
書
に
よ
る
支
払
い
ま
た
は

口
座
引
落
で
の
精
算
に
な
り
ま
す
。

【
納
付
書
に
よ
る
支
払
い
】

・�

納
付
書
は
、
転
居
先
の
住
所
に

送
付
し
ま
す
。

（�

納
付
書
裏
面
に
記
載
の
取
扱
金

融
機
関
で
支
払
う
場
合
に
は
、

手
数
料
が
か
か
り
ま
せ
ん
。）

※�

コ
ン
ビ
ニ
・
郵
便
局
で
の
支
払

い
は
出
来
ま
せ
ん
。

※�

近
く
に
金
融
機
関
が
無
い
場
合
、

納
付
書
と
現
金
を
釣
り
銭
が
出

な
い
よ
う
に
現
金
書
留
に
て
当

課
ま
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

所
有
者
な
ど
の
変
更
、
廃
車

（
破
棄
、
譲
渡
、
転
出
な
ど
）
の

手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
軽
自

動
車
は
、
引
き
続
き
賦
課
期
日
で

あ
る
４
月
１
日
の
登
録
に
基
づ
き

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
が
課
税

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
納
税
通
知
書
を
滞
り
な

く
受
け
取
る
た
め
に
、
登
録
事
項

（
住
所
、
氏
名
、
定
置
場
な
ど
）

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す
み

や
か
に
変
更
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

【
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
車
両
】

軽
四
輪
車
、
二
輪
の
小
型
自
動

車
、
軽
二
輪
自
動
車
、
原
動
機
付

自
転
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
な
ど

【
注
意
事
項
】

八
雲
町
ナ
ン
バ
ー
の
原
動
機
付

自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車

は
、
一
時
的
に
利
用
し
な
い
と
い

う
理
由
で
の
廃
車
手
続
き
は
で
き

ま
せ
ん
。

【
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
】
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◯�
二
輪
の
小
型
自
動
車
、
軽
二
輪

自
動
車
な
ど

・
函
館
運
輸
支
局
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原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊

自
動
車
な
ど

・
財
務
課
資
産
税
係
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※�

熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課
、

落
部
支
所
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊

令
和
６
年
度
活
動
報
告
会

の
お
知
ら
せ

町ＨＰ

軽
自
動
車
の
登
録
事
項
に
関
す
る

手
続
き
に
つ
い
て

水
道
・
下
水
道
の
使
用
中
止
に
関
す
る

手
続
き
に
つ
い
て

精
算
方
法
に
つ
い
て

使
用
者
等
が
変
わ
る
と
き

〈
広
告
〉
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